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　あなたが、所定給付日数の３分の１以上の支給日数を残して就職した場合に、支給
残日数の60％、所定給付日数の３分の２以上の支給日数を残して就職した場合に、支
給残日数の70％を基本手当日額に乗じて得た額（1円未満の端数は切り捨てとなります。）
が支給されます。

支給率60％の場合 支給率70％の場合

令和 7
6,395
5,170

※1

（※１上限有）
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